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氏名 所属等 備考

1 佐藤　雄英 秋田ふるさと農業協同組合　営農経済部長 農業関係団体の職員

佐々木　勇人

照井　広幸

3 後藤　保 秋田県雄物川筋土地改良区　事務局長 農業関係団体の職員

4 松井　和信 秋田県農業共済組合　横手市支所長 農業関係団体の職員

5 佐々木　敦 横手市森林組合　総務課長 農業関係団体の職員

6 柴田　康孝 秋田ふるさと農業協同組合　稲作部会長 農業関係者

7 田中　正博 秋田ふるさと農業協同組合　りんご部会長 農業関係者

8 西野　隆功 秋田ふるさと農業協同組合　きのこ部会長 農業関係者

9 柿﨑　和俊 秋田ふるさと農業協同組合　園芸振興連絡協議会　副会長 農業関係者

10 鈴木　和雄 秋田ふるさと農業協同組合　和牛・酪農部会長 農業関係者

11 伊藤　一男 秋田ふるさと農業協同組合　集落営農連絡協議会長 農業関係者

12 小原　重夫 秋田ふるさと農業協同組合　農業法人連絡協議会長 農業関係者

13 佐藤　忠道 横手市認定農業者協議会長 農業関係者

14 鈴木　知行 横手市農業近代化ゼミナール会長 農業関係者

15 柿崎　克子 横手市生活研究グループ協議会長 農業関係者

16 遠藤　留美子 横手市グリーン・ツーリズム連絡協議会　副会長 農業関係者

17 藤原　晴菜 認定新規就農者 農業関係者

18 沼澤　和紀 秋田県平鹿地域振興局農林部　農業振興普及課長 関係行政機関の職員

19 村田　清和 横手市副市長 副市長(委員長）

20 佐々木　健悦 横手市農林部長 農林部長（副委員長）

21 岩瀬　司 横手市農業委員会　事務局長 農業委員会事務局長

22 松井　尊臣 横手市農林部次長　兼　食農推進課長 食農推進課長

23 高橋　亨子 横手市農林部　農林整備課長 農林整備課長

24 西川　可奈子 横手市商工観光部　横手の魅力営業課長 横手の魅力営業課長
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秋田ふるさと農業協同組合　担い手支援室長 農業関係団体の職員2
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資料１　横手市農業振興計画策定委員会委員名簿
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資料２ 横手市農業振興計画策定委員会設置要領 
 

（設置） 
第１条 横手市における農業振興の総合的かつ計画的な推進に向けて、横手市農業振興計画

（以下「振興計画」という。）の策定についての意見を聴取するため、横手市農業振興計画

策定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 
 

（組織） 
第２条 委員会は、委員２５名以内を持って組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

（１）農業関係団体の職員  
（２）農業関係者 
（３）関係行政機関の職員  
（４）横手市副市長 
（５）横手市農林部長 
（６）横手市農業委員会事務局長 
（７）横手市商工観光部横手の魅力営業課長  
（８）その他市長が必要と認める者  

 
（任期） 

第３条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から振興計画が策定された日までとする。ただし、

その職により委嘱され、又は任命された委員の任期は、その職にある期間とする。 
 

（委員長及び副委員長） 
第４条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。 
２ 委員長は、横手市副市長とし、副委員長は委員長が指名する。 
３ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 
４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理

する。 
  

（会議） 
第５条 委員会は、委員長が招集し、議長となる。 
 

（庶務） 
第６条 委員会の庶務は、農林部農業振興課において処理する。 
 

（補則） 
第７条 この要領に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。 
 

附  則 
この要領は、令和７年７月２９日から施行する。 
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資料２　横手市農業振興計画策定委員会設置要領
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資料３ 横手市農業振興計画策定委員会開催経過 
 

開催回 開催日 検討内容 

第１回 令和７年７月２９日 ・副委員長の選出 
・第３次横手市農業振興計画の策定について 
・横手市農業の現状と課題について 
・第２次横手市農業振興計画の達成状況について 
・第３次農業振興計画の施策体系について 
 

第２回 令和７年１０月３１日 ・第３次農業振興計画の分野別の振興方針について 
１ 経営能力に優れた多様な経営体の育成 
２ 生産性と収益性の高い農業の推進 

・今後の進め方について 
 

第３回 令和７年１１月２８日 ・第３次農業振興計画の分野別の振興方針について 
３ 地域資源を生かした魅力ある農業の推進 
４ 生産基盤の整備と農村環境の保全 

・今後の進め方について 
 

第４回 令和８年１月２２日 ・第１章 第３次横手市農業振興計画の策定 
・第２章 横手市農業を取り巻く環境 
・第３章 横手市農業の目指す方向 
・第４章 分野別の振興方針 
・第５章 農業振興計画の実現に向けて 
 

第５回 令和８年３月１７日 ・第３次農業振興計画（案）について 
・今後の日程等について 
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資料２ 横手市農業振興計画策定委員会設置要領 
 
（設置） 

第１条 横手市における農業振興の総合的かつ計画的な推進に向けて、横手市農業振興計画

（以下「振興計画」という。）の策定についての意見を聴取するため、横手市農業振興計画

策定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 
 
（組織） 

第２条 委員会は、委員２５名以内を持って組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 
（１）農業関係団体の職員  
（２）農業関係者 
（３）関係行政機関の職員  
（４）横手市副市長 
（５）横手市農林部長 
（６）横手市農業委員会事務局長 
（７）横手市商工観光部横手の魅力営業課長  
（８）その他市長が必要と認める者  

 
（任期） 

第３条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から振興計画が策定された日までとする。ただし、

その職により委嘱され、又は任命された委員の任期は、その職にある期間とする。 
 
（委員長及び副委員長） 

第４条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。 
２ 委員長は、横手市副市長とし、副委員長は委員長が指名する。 
３ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 
４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理

する。 
  
（会議） 

第５条 委員会は、委員長が招集し、議長となる。 
 
（庶務） 

第６条 委員会の庶務は、農林部農業振興課において処理する。 
 
（補則） 

第７条 この要領に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。 
 

附  則 
この要領は、令和７年７月２９日から施行する。 
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資料３　横手市農業振興計画策定委員会開催経過


